
第１ 18監査公表第 8号（平成 18年 5月 11日付 福岡市公報第 5354号（別冊）公表）分 

 １ 子どもプラザの開設 

監査の結果 措置の状況 

ア 子どもプラザの施設・設備の状況につ

いて（意見） 

ａ 中央区子どもプラザについて 

(a) 中央児童会館の３階に開設されて

いるが，建物にエレベーターが設置さ

れていなかった。 

乳幼児を連れて階段で３階まで移

動するのは保護者にとって負担に

なっている。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

中央児童会館２階の事務室にある防犯

カメラや同事務室につながる１階玄関横

のインターホンを有効活用して，中央児童

会館職員が来所者を補助する等の対応を

行うこととした。 

(b) 子どもの手が届く範囲の電気のコ

ンセントについて，感電防止処理がな

されていなかった。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

コンセントにカバーを設置して安全対

策を行った。 

ｂ 南区子どもプラザについて 

(a) 授乳の際は，主に遊びのスペース

の一部に段ボールで作った壁で周り

を囲っていた。 

プライバシー保護の面から不十分

であり，利用しにくい状況が生じて

いる。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

利用者のプライバシーを十分に保護で

きるよう，授乳スペースに天井からカーテ

ンを設置することとした。 

(b) 屋外に砂場及びこれに付随して手

洗い場が設置されていたが砂場の隔

壁がコンクリート仕様で鋭角な構造

になっており，平成１８年１月の時

点では危険であるということから使

用されていなかった。 

なお，南区子どもプラザの建物は

リース業者から借上げているもので

あるが，平成１８年２月に当該業者

に依頼し，安全対策として鋭角部分

が人口芝シートで覆われている。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

平成１８年２月に，安全対策として，砂

場隔壁の鋭角部分を人口芝シートで覆っ

て早急に対処した。 
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(c) 屋内照明の蛍光灯がむき出しの状

況であり，子どもが投げたおもちゃ

が当たった場合等は，割れたガラス

などによる事故が発生する可能性が

あった。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

南区子どもプラザは，保育所施設等と同

程度の天井の高さ２．７メートルを確保し

ており安全上問題ないと判断していたが，

さらに安全性を確保するために，子どもが

おもちゃ等を投げたりしないよう注意を

促す対応を行うこととした。 

ｃ 城南区子どもプラザについて 

(a) 城南保健福祉センターの中に旧会

議室等を利用して設置されており，

面積は市内の子どもプラザの中で最

小であり，子どもの遊びのスペース

が十分確保できていなかった。ス

タッフから聴取したところによる

と，利用者が多いときは，来所して

も中を見ただけで帰る親子もいると

いうことであった。また，スタッフ

の事務スペースも他の区と比較する

と非常に狭く，事務作業等が十分に

行えない。 

保健福祉センターと併設されてい

ることで，子どもの定期健康診断時

に利用の促進を図ることができた

り，相談等の事業の迅速な連携を図

ることができるといった利点はある

ものの，“乳幼児親子がいつでも気軽

に集まり利用できる遊び場”という

目的を果たすには施設面積が不十分

ではないかと思われた。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

現在の子どもプラザの改築・移転を計画

する際には，乳幼児親子が安心して気軽に

利用できる遊び場としての設置目的を十

分に果たせるよう，施設の広さ，設備の内

容，交通の利便性等を十分検討することと

した。 

(b) 保健所と共用の廊下にカーテンで

囲いをして授乳スペースとしてい

た。 

プライバシー保護の面から不十分

であり，利用しにくい状況が生じて

いる。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

利用者のプライバシーを十分に保護で

きるよう，パーティションで間仕切ること

とした。 
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 各子どもプラザにおいて，事故など

の発生が予想される危険な箇所等につ

いては早急に対処されたい。 

また，今後，新たな子どもプラザの

設置場所を選定する際及び施設の整備

や，現在の子どもプラザの改築・移転

を計画する際には，設置目的を充分果

たせるよう，施設の広さ，設備の内容，

交通の利便性等を充分検討するととも

に，「福岡市子ども総合計画」に掲げら

れた“子育てバリアフリーのまちづく

り”という点にも十分配慮されたい。 

（こども未来課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

事故などの発生が予想される箇所等に

ついては，すべて早急に対処した。 

また，今後，新たな子どもプラザの設置

場所を選定する際や現在の子どもプラザ

の改築等を計画する際には，乳幼児親子が

安心して気軽に利用できるよう，また，子

育てバリアフリーのまちづくりという観

点からも十分配慮する。 

ｄ 西区子どもプラザについて 

外遊びの場所として作られていたス

ペースが，民間の駐車場に隣接してい

るため排気ガスの影響が大きく，また

鉄道高架の陰で日が当たらないなどの

理由から子どもには不適切ということ

で使われていなかった。 

 

【措置済（H19.6.27通知）】 

外遊びの場所として作られていたスペ

ースについては，日よけや安全対策のため

のゴムシートを敷くなど平成18年度に環

境整備を行い，子どもプラザ利用者へ開放

した。 

イ 子どもプラザの運営について（意見） 

(ｱ) 子育て支援ボランティアの人材登

録・情報提供の推進について 

市から各子どもプラザの受託者に対

して，開設当初はまず遊び場としての

機能の充実に力点を置くようとの指導

がなされたこともあり，まだ登録者は

少なく，利用もほとんどない状況で

あった。 

子育て支援ボランティアの人材登

録・情報提供は，子育て支援活動を行

いたい者と，地域で子育て活動を行っ

ている団体等とを結びつける取組みで

あり，子育て活動を支援する区の拠点

【措置済（H19.1.31通知）】 

福岡市ボランティアセンター（福岡市社

会福祉協議会）や福岡市ＮＰＯ・ボランテ

ィア交流センター等の既存の情報を有効

活用するとともに，「絵本の読み聞かせを

してもらいたい」や「おもちゃ作りの講師

の情報を知りたい」といった子どもプラザ

利用者のニーズに合った人材の登録を推

進し，情報提供を行っていくこととした。 
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としての子どもプラザの大きな柱の一

つとなる事業であることから，今後，

積極的な事業の推進に取り組まれた

い。 

（こども未来課） 

(ｲ) 来所者等の個人情報について（意見） 

 各子どもプラザでは，感染症の発生な

ど不測の事態が発生した際に来所者へ

連絡がとれるようこの受付簿を保管・管

理している。受付簿については，各子ど

もプラザで鍵付きのロッカー等で適切

に保管していたが，南区子どもプラザに

おいては，この受付簿の情報をパソコン

に入力し，データ管理を行っていた。 

近年，インターネットを通しての個人

情報の漏洩や，個人情報を記録した媒体

を持ち出したときの紛失等の事件が多

発している。 

今後，個人情報の漏洩防止のため，個

人情報の取扱や保護方法について十分

検討し，受託団体への指導に当たられた

い。 

（こども未来課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

受託団体へは，個人情報保護の重要性を

周知徹底し，鍵付きのロッカーに保管する

等の適切な個人情報の取り扱いや保護方

法について指導を行った。 

 (ｳ) インターネット等の活用について（指

摘） 

南区子どもプラザにおいては，その開

設までにこども未来局が行うべきで

あったインターネット利用のための契

約手続きが，現地調査を行った平成 18

年 1月 13日まで完了しておらず，「イン

ターネットによる情報の提供」はできな

い状況であった。（平成 18年 3月イン

ターネット接続完了） 

また，城南区子どもプラザにおいて

は，インターネットの接続は可能な状態

【措置済（H19.1.31通知）】 

すべての子どもプラザにおいて，利用者

がインターネットを利用しやすい条件の

整備を図った。 

今後，新たな子どもプラザの開設にあた

っては，インターネット接続環境を速やか

に整備するよう努める。 

また，各子どもプラザの運営団体へは，

情報セキュリティ等の重要性を周知徹底

し，適切な備品管理及び情報管理の指導を

行った。 
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ではあるが，事務スペースが狭隘なため

パソコンを設置する場所がなく，イン

ターネットの利用ができない状況で

あった。さらに，当該子どもプラザにお

いては子育て情報誌の作成やその他の

通常事務のため，委託先の職員がパソコ

ンを自宅に持ち帰り作業を行っていた

が，情報管理の観点から不適切な取扱で

あった。 

現在，インターネットは情報の収集・

提供手段として非常に身近で，有効なも

のとなっている。 

今後，本市の業務を委託するにあたっ

ては，仕様書等に示す業務内容を受託者

が履行するために必要な条件を整え，イ

ンターネット等ＩＴの活用をより一層

図ることができるよう環境を整備され

たい。また，パソコン等については，情

報管理の観点から適切に管理されたい。 

（こども未来課） 

ウ 利用者の安全確保について 

(ｱ) 消火・避難訓練について（意見） 

南区子どもプラザにおいては平成１７

年１２月末日現在，消防計画の作成及び

訓練が実施されていなかった。また，西

区子どもプラザにおいては，運営委託団

体が自主的な研修として防災訓練を実

施していたが，消防計画の作成や管理者

である市が主体となった訓練は平成

１７年１２月末日現在行われていな

かった。 

なお，平成１７年９月にこども未来局

の職員が防火管理者になるための資格

を取得しており，両子どもプラザについ

ては当該職員を防火管理者とし，平成１

【措置済（H19.1.31通知）】 

現在，すべての子どもプラザにおいて，

防火管理者を定め，消防計画を作成すると

ともに，当該計画に基づく訓練等を実施し

ているところである。 

今後とも，消防計画の作成と当該計画に

基づく消火・避難訓練の早期実施に努め，

利用者の安全確保に努める。 

 



 5 

８年３月に消防計画を作成し，同月消

火・避難訓練を行っている。 

子どもプラザの利用者は，一般に災害

弱者といわれる乳幼児や妊婦が多数利

用していることも踏まえ，管理責任者で

ある市は，新たな子どもプラザの開設に

あたっては，消防計画の作成と当該計画

に基づく消火・避難訓練の早期実施に努

められたい。 

（こども未来課） 

(ｲ) 防犯対策について(意見) 

  西区子どもプラザについては保健福

祉センターから離れて設置されており，

また，入り口がスタッフや利用者から見

にくい位置関係になっている。このた

め，西区子どもプラザの受託者は西区長

あてに緊急ベルの配備や防犯カメラの

導入等を内容とする要望書を提出して

いる。 

現在，子どもを巻き込む犯罪の多発・

凶悪化等が大きな問題になっているこ

とから，今後，子どもプラザの運営にあ

たっては，防犯対策についても十分配慮

されたい。 

（こども未来課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

単独で設置している東区，南区及び西区

の子どもプラザについては，機械警備にお

いて非常用押しボタンを設置した。非常時

には，警備会社へ直接通報することができ，

現場に急行してもらうよう防犯対策を行

うこととした。 

今後，利用者の安全確保には十分配慮し

ていく。 

エ 「公の施設」としての位置づけについ

て（意見） 

子どもプラザについては「福岡市子ど

もプラザ事業実施要綱」に基づき設置さ

れており，地方自治法第 244条に規定さ

れた「公の施設」としての位置づけは行

われていない。 

公の施設とは，住民の福祉を増進する

目的をもって住民の利用に供するため

に，普通地方公共団体が設ける施設をい

【措置済（H19.1.31通知）】 

子どもプラザは，各区においてその「事

業」を実施することを主たる目的としてい

る。「施設」の整備については，既存施設

を活用するなど，「子どもプラザ事業」を

実施していくための手段として柔軟に対

応していく方針であり，また，特定の団体

に場所を貸すことは考えていないことか

ら，総務企画局法制課等との協議のうえ，

公の施設として位置づけないこととして
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うものであり，子どもプラザについては，

乳幼児親子の遊び場，乳幼児親子の交流

の場といった住民の福祉を増進させるた

めの施設的な役割を果たすことも，その

設置の一つの大きな目的としており，利

用者の視点からも施設を利用することを

目的として来所しているという面も否定

できないのではないかと思われた。 

公の施設については，設置及び管理に

関する事項を条例で定めることとされて

おり，その位置づけが明確になる等の効

果もあることから，今後，子どもプラザ

の充実を図る中で，公の施設としての位

置づけについても再度検討されたい。 

（こども未来課） 

いる。 

なお，今後，子どもプラザとしての役割

等の拡大，充実を図る必要性が生じた場合

は，位置づけについても改めて検討する。 

 

３ 留守家庭子ども会事業の推進 

監査の結果 措置の状況 

ア 施設の老朽化について（意見） 

 21年以上経過している施設は 22か所

と全体の 21.8％を占めており，また，

16年から 20年を経過しているプレハブ

施設は全体の 23.8％であり，両者をあ

わせると 45.6％と全体の約半数を占め

ている。平成１４年度から平成１６年度

までのプレハブ施設の建て替え等の実

績を見ると，平成１４年度は３か所，同

１５年度，１６年度はともに４か所にと

どまっている。 

今後，留守家庭子ども会の施設につい

ては，児童の安全で快適な保育環境の維

持のため，長期的な視点に立って計画的

に，空き教室のさらなる活用も含め改善

に取り組まれたい。 

（保育課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

今後は，平成３年度以前に建築された旧

タイプの留守家庭子ども会施設について

は，改築に努めるとともに，空き教室の活

用についても検討していく。 
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イ 平成１６年の補助金について（指摘） 

ａ 留守家庭子ども会収支計算書につい

ては，補助金の精算の際の内容等の精

査を行うため，各留守家庭子ども会運

営委員会から提出を求めているもので

あるが，実査日現在（平成 17年 12月

６日）において，見あたらないものが

あった（４件）。 

ｂ 運営委員会への補助金の使途につい

て「運営委員会会議費補助金の使途に

ついての基準」が設けてあるが，補助

金の使途として不適切な香典代に使わ

れているものがあった（１件）。 

ｃ 各子ども会運営委員会が連合会に提

出した留守家庭子ども会収支計算書の

金額と，連合会が市に提出した事業実

績報告書に添付された留守家庭子ども

会補助金執行額集計の金額が異なるも

のがあった（７件）。市は連合会が提出

した事業実績報告書に基づき補助金の

額を確定していた。 

連合会は，各子ども会運営委員会から

提出される留守家庭子ども会収支計算書

について，十分な精査を行っているとは

認められない。連合会は平成１５年度の

監査委員による財政援助団体監査におい

ても，子ども会運営委員会から提出され

た事業実績報告書の十分な精査が行われ

ていないとの指摘を受けている。 

連合会を通して各子ども会運営委員会

に補助されている経費については市の補

助金であることを考慮し，実績報告につ

いては十分精査されたい。 

（保育課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

各留守家庭子ども会運営委員会からの事

業実績報告書については，内部のチェック

態勢の強化等により十分な精査を行った。 

また，平成 18年９月からの事業の見直し

に伴い，事業実施形態を補助事業から委託

契約へと見直し，各運営委員会へは委託料

を支払うこととした。その事業実績の確認

方法等については，より適正な執行を図っ

ていく。 
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ウ 今後の留守家庭子ども会事業につい

て（意見） 

 「福岡市留守家庭子ども会事業の実施

に関する条例」については，留守家庭子

ども会事業の拡充を目的とするもので

あり，次世代育成支援に関するアンケー

トにおいて要望の多かった土曜日の開

設，利用時間の延長にも対応する内容と

なっている。 

平成１８年９月からの条例の施行を

控え，規則等の細目の策定に向け検討中

であるが，検討中の事項の中には利用料

の減免基準など利用者の関心の高いも

のも多い。これらの事項を速やかに決定

されるとともに，利用者の理解が得られ

るよう十分な説明を行われるなど，事業

の充実や円滑な実施に向け努力された

い。 

（保育課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

今後とも，利用者のニーズ等を把握しな

がら，留守家庭子ども会運営委員会や保護

者等に対し，十分な説明を行うとともに事

業の充実に努めていく。 

 

４ 昼間校庭開放事業 

監査の結果 措置の状況 

ア 目標値の設定について（意見） 

 当該事業においては「継続実施」とし

て実施小学校数の「１４０校」 での事業

継続を事業の成果目標としている。 

事業の実施に当たっては，具体的な数

値目標等の設定が可能であれば設定し，

その達成に向け事業に取り組むことが必

要である。 

現在，昼間校庭開放の実施が必要な

１４０校全ての小学校で既に実施されて

おり，今後，昼間校庭開放利用者数など

の他の指標により事業の成果目標を設定

【措置済（H19.1.31通知）】 

目標値の設定については，今後，小学校

児童一人当たりの利用回数など当該事業

の成果を示す指標を検討のうえ，目標の設

定に努めていく。 
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すべきではないかと思われた。 

 （こども未来課） 

イ 昼間校庭開放の広報について（意見） 

 昼間校庭開放を行う時は，校庭開放旗

を学校の外からよく見える場所に掲げ，

それを目印としているほか，各校区の校

庭開放運営委員会が決定した昼間校庭開

放の実施スケジュールを学校だよりや公

民館だよりで広報を行っている校庭開放

校がある一方，上記の校庭開放旗の掲示

以外には，広報を全く行っていない校庭

開放校があるなど，子どもたちに昼間校

庭開放の実施を周知するための統一した

方策は特に講じられていない状況にあっ

た。 

 

今後，子どもたちの利便性の向上や，

より多くの子どもたちの参加を促すた

め，昼間校庭開放の実施日や実施時間を

より効果的に広報するための統一した方

策について検討されたい。 

 

【措置済（H19.6.27通知）】 

全校区の校庭開放運営委員会に対し，事

業を紹介するチラシを児童へ配布するよ

う依頼し，全校区の正門付近に「校庭開放

実施中」の看板を設置する等広報を行って

きた。 

また，校区のＰＴＡだよりや公民館だよ

りに開催日時を掲載していただく等広報

に努めてきた。 

さらに，全校区の運営委員長と事務担当

者が出席する校庭開放運営委員長・事務担

当者会議の中で，事業広報の周知徹底を

図った。 

今後とも，学校やＰＴＡ等と連携した広

報に努めていく。 

  

 

ウ 昼間校庭開放指導員及び遊びの巡回教

室講師の研修会への参加について（指摘） 

こども未来局においては，校庭開放事

業の目的，内容等を正しく認識すること

により，指導員としての資質の向上を図

ることを目的として，昼間校庭開放指導

員の新任者及び現任者を対象とした研修

会を実施している。 

また，遊びの巡回教室の講師を対象と

して，事業についての内容や子どもの遊

びの実技指導を内容とする講習会を実施

している。  

上記講習会の平成１７年度における対

【措置済（H19.1.31通知）】 

校庭開放指導員の新任者及び現任者研

修については，特段の事由により参加でき

なかった指導員に対して，別途予備研修を

実施している。 

また，遊びの巡回教室講師研修について

は，早期に通知を行うことにより日程調整

を促し，研修日直前に再度通知を送付する

ことにより，研修の参加率向上に努めた。 
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象者の参加状況をみると，昼間校庭開放

事業の新任者については 85.5％，現任者

については 84.7％の参加率となってい

るが，遊びの巡回教室の講師については

研修受講対象者の 54.0％しか受講して

いなかった。 

昼間校庭開放事業の新任者及び現任者

研修についての参加率については高率で

はあるものの，当該研修については上記

のような目的を持つとともに，怪我等の

際の応急手当の実技を含むものであり，

さらなる参加率の向上が望まれる。また，

遊びの巡回教室の講師の研修会の参加者

数については，対象者の半数強であり，

非常に低い参加率となっている。 

今後，当該研修の意義や重要性を踏ま

え，参加率向上のためより一層努力され

たい。 

（こども未来課） 

エ 不審者侵入時及び事故発生時の緊急連

絡体制について（意見） 

「平成１７年度福岡市校庭開放事業の

てびき」において，不審者の侵入があっ

た場合には，直ちに警察に通報すること

及び重大な事故の発生時には消防署（119

番）等に連絡をすることとされている。 

また，近くに公衆電話がない場合につ

いては，各校庭開放運営委員会の中で具

体的な緊急連絡体制を作り（近隣の公民

館などの公共施設や民家等の電話の使用

を予め依頼しておくなど），校庭開放指導

員に周知徹底することとされているが，

こども未来局においては，各校庭開放校

における上記の緊急連絡体制づくりの状

況について把握されていなかった。 

【措置済（H19.1.31通知）】 

校庭開放運営委員長・事務担当者会議で，

緊急時の対応について，周知・徹底を図り，

連絡体制についても，校庭開放運営委員会

の中で，再度確認するよう依頼しており，

今後，各校区の連携体制の把握や実効性の

検証に努めていく。 

なお，平成１８年９月からの留守家庭子

ども会事業の土曜日開設に伴い，留守家庭

子ども会指導員と連携を図り，留守家庭子

ども会入会児童と校庭開放参加児童との

一体的な見守りや安全管理に努めている。 

さらに，不審者の侵入等の緊急時の対応

として，留守家庭子ども会と共有の「緊急

通報システム」の導入をし，子どもたちの

一層の安全確保を図っている。 
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校庭開放実施中は教職員が不在で校舎

が施錠されており，学校の通信手段の利

用が難しい日が多く，また，公衆電話に

ついても以前に比べ減少していることか

ら，公衆電話での対応や緊急連絡体制づ

くりが難しい校庭開放校もあるのではな

いかと思われる。今後，地域の実状や状

況の変化に応じ，常に実効性のある各校

庭開放校における緊急連絡体制を維持す

る必要があり，緊急連絡体制の把握と実

効性の検証に努められたい。 

 （こども未来課） 

 

オ 福岡市校庭開放事業補助金について

（指摘） 

  各校庭開放運営委員会から提出された

平成１６年度事業決算報告書及び金銭出

納簿の備考欄，摘要欄には会議名のみが

記載され，具体的な内容について記載さ

れていないものなどが多く見受けられ

た。また，25,500円の全額が食糧費に充

てられているもの（指導員研修会１回，

運営委員会２回実施，１件），指導員研修

会参加費という名目で計 6名分 6,000円

が支払われているもの（１件）などが見

受けられた。補助金の交付団体である連

絡会の会計経理事務が適正に行われてい

るかどうか，市は指導・監督するととも

に，実績報告書をはじめ関係書類等によ

り事業実績を調査確認する必要がある。

今後，連絡会に対して，適正な会計経理

事務がなされるよう指導等を行われた

い。 

 （こども未来課） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

補助金の使途については，助成額の算定

根拠を明示し，バランスの良い支出を行う

旨，福岡市校庭開放事業の手引きに掲載

し，校庭開放運営委員長・事務担当者会議

において指導を行った。各校庭開放運営委

員会からの事業実績報告書については，十

分な精査を行い，適正な執行に努めてい

る。 

カ 校庭開放運営委員会の構成について

（意見） 

【措置済（H19.1.31通知）】 

校庭開放運営委員長・事務担当者会議に
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各校庭開放校には，校庭開放事業の円

滑かつ効果的な運営並びに実施に当た

るため「校庭開放運営委員会」が設置さ

れている。当該委員会の委員は「福岡市

校庭開放事業実施要綱」に掲げられた者

のうちから当該校長の推薦により福岡

市が適当と認めた者をあてるとされて

いるが，平成１７年度において９名の委

員の内，事務担当者（学校職員）1名を

除く，全ての委員が校庭開放指導員で構

成されている校庭開放運営委員会（１か

所）があった。 

運営委員会の任務には，利用の改善や

指導員の推薦及び適正な配置を図るこ

と，学校，地域，団体等との連携を図る

ことなどがあるため，構成員については

特定の者に偏ることなく，広く他の地域

団体等の者についても構成員とするよ

う留意されたい。 

（こども未来課） 

て，校庭開放事業実施要領の中で示してい

る構成メンバーの指針に沿った構成とな

るように依頼した。 

キ 利用状況の把握について（指摘） 

昼間校庭開放事業の利用者の統計に

ついては，各実施校から提出される校庭

開放日誌の数値に基づき作成されてい

る。 

しかしながら，校庭開放校によって少

年スポーツ団体等の利用者数を校庭開

放日誌に計上しているところ，計上して

いないところがあった。また，同じ校庭

開放校においても，指導員により当該少

年スポーツ団体の計上の取り扱いが異

なっているなど，利用状況が正確に把握

されていなかった。 

今後，こども未来局においてマニュア

ルを作成し，校庭開放日誌への統一した

【措置済（H19.1.31通知）】 

校庭開放指導員全員に配布している校

庭開放指導員手帳に校庭開放日誌の記載

方法及び記載上の注意事項を掲載すると

ともに，校庭開放指導員研修の中で，説

明を行い，適切な取り扱いの周知徹底を

図った。 

また，青少年育成コーディネーターに

よる巡回中の個別指導強化に努めた。 
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利用者数の詳細な記載や，計上を行うよ

う校庭開放指導員に指導する等により，

昼間校庭開放事業の正確な利用状況の

把握に努められたい。 

（こども未来課） 

ク 今後の昼間校庭開放事業について（意

見） 

 「地域活動育成事業」の実施により，

現在，複数の局が所管し，各事業毎に運

営委員会が存在する学校施設開放事業

の窓口を一つにすることによる利便性

の向上，各事業毎に支出が行われている

補助金，謝礼金等の一元化による事務の

効率化や，校区住民による自主運営を図

ることができるなどの効果が期待され

る。 

一方，地域によってはスポーツ団体等

の利用が優先されるなど，校庭開放事業

が本来持っている役割が薄れていくお

それもある。 

今後，これらのことを踏まえ，子ども

たちの安全な遊び場を確保し，遊びや集

団活動を通じて子ども自身の自主性や

社会性を育むという昼間校庭開放事業

が掲げる目的の実現のためにさらに努

力されたい。 

 

【措置済（H19.6.27通知）】 

「地域活動育成事業」の実施にあたって

は，スポーツ団体等の利用が優先されて，

昼間校庭開放事業本来の目的である，子ど

もたちが安全で安心して遊ぶことができ

る場の確保・提供が阻害されることがない

よう，所管の市民局と十分協議のうえ検討

していくこととした。 

また，校庭開放運営委員会連絡会や運営

委員長・事務担当者会議においても，昼

間校庭開放が掲げる目的の実現に向けて

周知徹底を図った。 

 


